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〇 塩害の影響地域にある橋梁は、塩害の影響地域以外と比べて健全度が低い傾向にあり、地方公共団体が管理する橋梁は
その傾向が顕著です。

【参考】今後のデータ分析・活用の事例

道路メンテナンス年報の概要
○ 平成26年7月より、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１度、近接目視で点検を行い、点検結果として健全性を４段階に診断することとしています。
○ 道路メンテナンス年報は、道路インフラの現状や老朽化対策についてご理解頂くためにまとめたもので、今回は、平成２７年度の点検実施状況、点検結果をとりまとめました。
○ 道路メンテナンス年報は、行政関係者による点検結果を踏まえた今後の措置方針の立案だけではなく、大学や民間企業での維持管理分野の分析・研究開発での活用も期待

しています。

〇 平成26・27年度の累積点検実施率は、橋梁 約28%、トンネル
約29%、道路附属物等 約37%となっています。

＜凍結防止剤の影響分析＞
〇最優先で点検すべき橋梁の判定区分Ⅲの割合は、緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋で約11％、跨線橋で約21％、緊急輸送道路を構成する
橋梁で約10％となっています。（橋梁全体：約10％）

■５年間の点検計画・累積点検実施率（全道路管理者合計）

〇 平成26・27年度の累積点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ
跨道橋 約39％、跨線橋 約29％、緊急輸送道路を構成する橋梁
約38％となっています。

■最優先で点検すべき橋梁の点検計画・累積点検実施率（全道路管理者合計）

〇 平成27年度に点検を実施した橋梁のうち、緊急又は早期に修繕などの措置を行う必要のある橋梁（判定区分Ⅲ・Ⅳ）が、
国は約8％（548橋）であるのに対して、市町村では約10％（9,550橋）となっています。

〇 建設経過年数が長くなるほど、早期に修繕などの措置が必要な橋梁の割合が多くなっています。
〇 緊急措置段階である判定区分Ⅳの橋梁については、速やかに緊急措置を実施したところです。（年報にリストを添付）

■判定区分と建設経過年度（橋梁）

〔国土交通省〕 〔市町村〕

■判定区分（最優先で点検すべき橋梁）

累積点検実施率（最優先で点検すべき橋梁） 点検結果（最優先で点検すべき橋梁）

累積点検実施率（全体） 点検結果（橋梁）

点検結果（平成２６・２７年度） 平成２７年度の点検結果

※塩害の影響地域の区分は道路橋示方書を参考に設定

〇 凍結防止剤の散布量が多い橋梁は、散布量が少
ない橋梁に比べ健全度が低い傾向にあります。

〇 全橋梁のうち、市町村管理が約７割を占めており、米国と比較し
ても、日本の市町村管理の橋梁数が極めて多いことが特徴です。

出典）日本 道路局調べ(H27.12時点）,米国 FHWA（Federal Highway Administration）ホームページ （2014.12時点）

※StateにはFederal(約1万橋)を含む

【参考】橋梁の現状

【日本】 【米国】

＜塩害の影響分析＞

※国土交通省が管理する橋梁のH26～H27年度点検結果

※凍結防止剤の散布量は当該橋梁が存在する路線における
平成26年度の散布量をもとに算出
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跨線橋の点検及び修繕の計画的実施
に関する省令・通達の概要 
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省令・告示・定期点検基準の体系 

① 省令・告示で 、５年に１回、近接目視を基本とする点検を規定、健全性の診断結果を４つに区分。 

   （トンネル、橋などの構造物に共通） 

②  点検方法を具体的に示す定期点検基準を策定。（トンネル、橋などの構造物毎） 

③  市町村における円滑な点検の実施のため、主な変状の着目箇所、判定事例写真等を加えたものを

定期点検要領としてとりまとめ。 （トンネル、橋などの構造物毎） 

法令・定期点検基準の体系 

健全性の診断結果を、４段階に区分 

道路法 

政令 

省令・告示 

H25.9.2施行 

・トンネル、橋及び、損傷、腐食その他の劣
化その他の異状が生じた場合に道路の構
造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれ
のあるものについて定期点検を規定 

・５年に１回、近接目視を基本として実施 
・健全性の診断結果を、４段階に区分 

定期点検要領 

・維持、点検、措置を講ずることを規定 

（トンネル、橋などの構造物） 
構造物に共通の規定 

（トンネル、橋などの構造物） 
各構造物毎に策定 

・構造物の特性に応じ省令・告示に沿った
具体的な点検方法 

・主な変状の着目箇所、判定事例写真等 

H26.7.1施行 
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平成26・27年度橋梁点検結果（道路管理者別） 
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（ ）内は各年度の点検実施率 

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態 
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態 
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態 
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態 

点検実施率 点検結果 

○ H26年7月からの定期点検が本格化し、平成26・27年度で橋梁 約28%、トンネル約29%、道路附属
物等 約37%の点検が完了。 

○ 点検を実施した橋梁のうち、約12%は早期に修繕が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

     

 

 

 

 

 

  

※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出 
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平成26・27年度橋梁点検結果（最優先で点検すべき橋梁） 

点検計画と点検実施率 点検結果（H26・27累積） 

○ 第三者被害の予防等の観点から最優先で点検を推進することとしている橋梁のうち、跨線橋の点検
実施率は約29%であり、点検した跨線橋のうち約22%は早期に修繕が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 
     

   
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
    

 

    

※点検計画は平成26年12月時点で策定 
※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出 
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跨線橋の点検および修繕の計画的実施について  

平成２６・２７年度点検結果から、跨線橋はⅢ判定が２２％と高い水準 

今後、修繕工事の増加が見込まれるが、鉄道との協議が必要となるため、点検のみならず修

繕工事も計画的かつ効率的に進むような仕組みが必要 

踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（平成２８年３月） 
（衆）「跨線橋等の老朽インフラ改修が課題となっていることから、点検・修繕を計画的かつ効率的に進められる

よう仕組みを構築すること。」 

（参）「跨線橋等の老朽化が課題となっていることから、点検・修繕を計画的かつ効率的に進められるような仕組

みを構築すること。」 

附帯決議を踏まえ、省令改正（平成２８年１０月２８日公布、１２月１日施行） 

 

 

 

 

道路管理者に対し、道路局長より通達を発出（平成２８年１０月２８日） 

鉄道事業者に対し、鉄道局長より通達を発出（平成２８年１０月２８日） 

通達の背景・目的 

 道路法施行規則 第四条の五の五に次の一号を加える。 
四 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法
人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道経営者の新設軌道とが立体交差する場合に
おける当該鉄道又は当該新設軌道の上の道路の部分の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ独立行政
法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、当該鉄道事業者又は当該
軌道経営者との協議により、当該道路の部分の維持又は修繕の方法を定めておくこと。 
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道路鉄道連絡会議の位置付け 
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＜事務局＞ 
国道事務所 

道路メンテナンス会議 
【都道府県単位で設置済み】 

＜事務局＞ 
国道事務所 

個別協議 

（仮称） 
道路鉄道連絡会議 
【道路メンテナンス会議の下部組織】 

（仮称） 
道路鉄道 
連絡会議 

 
【道路メンテナンス
会議の下部組織】 

＜事務局＞ 
国道事務所 

＜事務局＞ 
国道事務所 
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対象施設・構成員・役割 

○鉄道を跨ぐ全ての道路橋（跨線橋） 
○道路を跨ぐ全ての鉄道橋（跨道鉄道橋） 
※跨道鉄道橋は本通達の対象外であるが、道路鉄道連絡会議では必要に応じて 
 対象とする。 

○点検計画、修繕※計画等の調整（※修繕には耐震補強を含む） 
○メンテナンスに関する情報共有 
○耐震補強に関する情報共有 
○その他要望、要請事項、意見交換等 

○地方整備局（道路部、直轄事務所） 
○地方運輸局（鉄道部） 
○地方公共団体（都道府県、政令市、市町村） 
○高速道路会社（NEXCO、首都高速、阪神高速、本四高速） 
○鉄道事業者 

対象施設 

構成員 

役割 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

（２）道路鉄道連絡会議の設置に係る
規約の改定
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長崎県道路メンテナンス会議 規約(案) 

（名 称）

第１条 本会は、「長崎県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法（昭和 27 年 6 月 10 日法律第 180 号）第 28 条の２の規定に基づ

き設置する協議会として、長崎県内の各道路管理者等が相互に連絡調整を行うことに

より、適切な道路構造物の保全を行い、円滑な道路管理の促進を図ることを目的とす

る。

（所掌事項）

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について所掌する。

（１） 道路インフラの維持管理等に係る管理者意識の浸透・情報共有に関すること。

（２） 道路インフラの点検・診断及び措置等の集約・調整・支援に関すること。

（３） 道路インフラの維持管理技術に関すること。

（４） その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。

（組 織）

第４条 会議は、別表―１に定める長崎県内の各道路管理者で構成するものとする。

２．会議には、会長及び副会長を置くものとし会長は国土交通省九州地方整備局長崎河

川国道事務所長、副会長は長崎県土木部道路維持課長及び西日本高速道路株式会社九

州支社長崎高速道路事務所長とする。

３．会議は会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が務める。

４．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。

５．会議には、必要に応じ会長が指名するものを出席させることができる。

（専門部会）

第５条 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」を設置するこ

とができるものとする。なお、専門部会の規約は別途定める。

２．「専門部会」として、以下の組織を置く。

  （１）『高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会』

  （２）『長崎県跨道橋連絡会議』

  （３）『長崎県道路鉄道連絡会議』

（幹事会）

第６条 会議には、必要に応じ幹事会を置くことができる。

幹事会は、次の事項にかかる事務をつかさどる。

（１） 会議における協議議題の調整

（２） 規約の策定・改正・廃止等に係る調整  

（３）その他、会議の運営に際し必要となる事項の調整
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（事務局） 
第７条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２．事務局は、国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所道路管理第二課、長崎

県土木部道路維持課及び西日本高速道路株式会社九州支社長崎高速道路事務所統括

課が担うものとする。 
 
（規約の改正） 
第８条 本規約の改正等は、本会議の承認を得て行うことができる。 
 
（その他） 
第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるものとする。 
 
（附則） 
 本規約は、平成２６年５月２８日から施行する。 
 
 本規約は、平成２６年１０月３０日から施行する。（会議オブザーバーの追加） 
 
本規約は、平成２７年１月１５日から施行する。（長崎県跨道橋連絡会議の設置） 
 
本規約は、平成２８年２月１５日から施行する。（第 2 条変更 法定会議に位置づけ） 
 
本規約は、平成２９年●月●●日から施行する。（長崎県道路鉄道連絡会議の設置） 
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別表－１ 

長崎県道路メンテナンス会議 名簿 
 所  属 役  職 
会 長 国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所長 

副会長 長崎県 土木部 道路維持課長 

副会長 西日本高速道路株式会社 九州支社 長崎高速道路事務所長 

委 員 西日本高速道路株式会社 九州支社 佐賀高速道路事務所長 

委 員 国土交通省 九州地方整備局 道路部 道路保全企画官 
委 員 国土交通省 九州地方整備局 道路部 地域道路調整官 
委 員 長崎県 道路公社 常務理事 
委 員 長崎市 土木部長 
委 員 佐世保市 土木部長 
委 員 島原市 建設部長 
委 員 諫早市 建設部長 
委 員 大村市 都市整備部長 
委 員 平戸市 建設部長 
委 員 松浦市 建設課長 

委 員 対馬市 建設部長 

委 員 壱岐市 建設部長 

委 員 五島市 建設課長 

委 員 西海市 建設部長 
委 員 雲仙市 建設整備部長 
委 員 南島原市 建設部長 
委 員 長与町 建設部長 
委 員 時津町 建設部長 
委 員 東彼杵町 建設課長 
委 員 川棚町 建設課長 

委 員 波佐見町 建設課長 

委 員 小値賀町 建設課長 

委 員 佐々町 建設課長 

委 員 新上五島町 建設課長 

オブザーバー 公益財団法人 長崎県建設技術研究センター 技術部長 

オブザーバー 九州旅客鉄道株式会社 工務課長 

オブザーバー 松浦鉄道株式会社 運輸部工務課長 

オブザーバー 島原鉄道株式会社 営業部鉄道課長 

オブザーバー 長崎電気軌道株式会社 工務課長 
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 別表 

長崎県道路メンテナンス会議 幹事会名簿 
 所  属 役  職 

幹事長 国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 技術副所長 

副幹事長 長崎県 土木部道路維持課 総括課長補佐 

副幹事長 西日本高速道路株式会社 九州支社 長崎高速道路事務所 副所長 

幹事 長崎県 道路公社 技術管理部次長 

幹事 長崎市 土木維持課長 

幹事 佐世保市 道路維持課長 

幹事 諫早市 道路課長 

幹事 五島市 建設課長 

幹事 長与町 管理課長 

幹事 佐々町 建設課長 

   

   

   

 

 

事務局 

国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 道路管理第二課 

長崎県 土木部 道路維持課 

西日本高速道路株式会社 九州支社 長崎高速道路事務所 統括課 
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長崎県道路鉄道連絡会議規約（案）

（名 称）

第１条 本会は「長崎県道路鉄道連絡会議」(以下「会議」という。)という。

（目 的）

第２条 会議は、道路法第２８条の２及び道路法施行規則の一部改正（平成２８

年１０月２８日付け国土交通省国道国発第１２９号道路局長通達）に基づ

き設置するもので、長崎県道路メンテナンス会議規約第５条第２項に規定

の専門部会として位置つけるものとし長崎県内の安全かつ円滑な交通の確

保及び効率的な道路管理を実現することを目的とする。

（事 業）

第３条 会議は第２条の目的を推進するため、次の事業を実施する。

（１）跨線道路橋の点検・修繕を計画的かつ効率的に進められるよう道路管理

者及び鉄道事業者間の意見調整・協議に関する調整等に関する事業

（２）道路管理者及び鉄道事業者間との情報共有（損傷事例や対応事例、点検

及び修繕の措置状況等）に関する事業

（３）国民・道路利用者等を対象とした広報（点検結果や構造物の健全度に関

する情報発信、メンテナンスに対する関心と理解の醸成等）に関する事業

（４）前各号に掲げるものの他、会議の設立の目的に沿った活動の企画及び実

施に関する事業(必要に応じて跨道鉄道橋に関するものを含むものとする)

（構 成）

第４条 会議は別紙に掲げる関係機関をもって構成する。

２ 会議には、会長及び副会長を置くものとし、会長は九州地方整備局長崎河

川国道事務所長、副会長は長崎県土木部道路維持課長とする。

３ 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長は、会員以外の者で、メンテナンスに関わりが深い者をオブザーバー

として出席させることができる。

（事務局）

第５条 会議における事務は、九州地方整備局長崎河川国道事務所道路管理第二

課、及び長崎県土木部道路維持課において処理する。

（開催頻度）

第６条 年１回を基本とし、必要に応じて適宜開催する。

（雑 則）

第７条 本規約の改廃は会議で定める。ただし、軽微な改正等については、会議

事務局で行い、会議会員に通知するものとする。

附 則 (施行期日) この規約は、平成２９年●月●日から施行する。
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別紙

長崎県道路鉄道連絡会議構成機関(案)

所 属 役 職

会 長 国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所長

副会長 長崎県 土木部 道路維持課長

副会長 西日本高速道路株式会社 九州支社 長崎高速道路事務所長

委 員(道路) 西日本高速道路株式会社 九州支社 佐賀高速道路事務所長

委 員(道路) 長崎県 道路公社 常務理事

委 員(道路) 長崎市 土木部長

委 員(道路) 佐世保市 土木部長

委 員(道路) 諫早市 建設部長

委 員(道路) 大村市 都市整備部長

委 員(道路) 平戸市 建設部長

委 員(道路) 松浦市 建設課長

委 員(道路) 長与町 建設部長

委 員(道路) 東彼杵町 建設課長

委 員(道路) 佐々町 建設課長

委 員(鉄道) 九州旅客鉄道株式会社 工務課長

委 員(鉄道) 日本貨物鉄道株式会社 工務課長

委 員(鉄道) 島原鉄道株式会社 営業部鉄道課長

委 員(鉄道) 松浦鉄道株式会社 運輸部工務課長

委 員(鉄道) 長崎電気軌道株式会社 運輸部工務課長

オブザーバー 国土交通省 九州地方整備局 道路部

オブザーバー 国土交通省 九州地方運輸局 鉄道部

(公財)長崎県建設技術研究センターオブザーバー
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

跨線橋の点検結果（長崎県） 
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都道府県・政令市等

市町村
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

跨線橋の点検実施率及び点検結果（道路管理者別・全国） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

市町村

都道府県等

高速道路会社

国土交通省

H26年度 H27年度 
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（7%） 

（7%） 

（22%） 

（14%） 

（16%） 

42% 

22% 

23% 

（12%） （19%） 
31% 

（11%） （18%） 
29% 

（ ）内は各年度の点検実施率 

※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出 
※四捨五入の関係で各年度の点検実施率の合計が累積実施率と
異なる場合がある 

点検実施率（H26・27累積） 点検結果（H26・27累積） 

（参考） 

H26年度 H27年度 

（17%） （22%） 
39% 

（14%） （24%） 
38% 

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 

緊急輸送道路
を構成する橋梁 

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 

緊急輸送道路
を構成する橋梁 

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態 
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態 
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態 
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態 

（参考） 

高速道路会社 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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0% 

17% 

33% 
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17% 
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11% 

46% 
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国土交通省

高速道路会社 
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0% 
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10% 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

国土交通省 

高速道路会社 

都道府県等 

市町村

全管理者

H26実施率 H27実施率 

跨線橋の点検実施率及び点検結果（道路管理者別・長崎県） 

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態 
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態 
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態 
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態 

点検実施率（H26・27累積） 点検結果（H26・27累積） 
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跨線橋の点検結果及び修繕状況 （九州旅客鉄道）   精査中

跨線橋名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 
架設
年次 
（西暦） 

橋長 
（ｍ） 

幅員 
（ｍ） 

管理者名 行政区域 

支社名 保線区名 路線名 

点検 修繕 

管理者名 管理事務所名 
都道府県

名 
市区町村

名 
判定
区分 

修繕
実施
状況 

再判
定区
分 

松原橋側道橋（左） 
(ﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾋ
ﾀﾞﾘ) 

国道34号 1979 20 2 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 大村市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

大村線 
 Ⅱ 未 未 

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 国道34号 1953 9.5 7 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 大村市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

大村線 
Ⅲ 未 未 

中里橋 (ﾅｶｻﾄﾊﾞｼ) 国道34号 1971 26.57 9.5 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 大村市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

大村線 
未 未 未 

久原跨線橋 (ｸﾊﾞﾗｺｾﾝｷｮｳ) 国道34号 2008 19.1 30.2 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 大村市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

大村線 
Ⅰ 不要 － 

陣の内橋 (ｼﾞﾝﾉｳﾁﾊﾞｼ) 国道35号 1984 16.64 16.9 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

佐世保線 
未 未 未 

第一日宇橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾋｳﾊﾞｼ) 国道35号 1962 27.2 12 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

佐世保線 
未 未 未 

日宇側道橋（左） (ﾋｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾋﾀﾞﾘ) 国道35号 1980 83 2 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

佐世保線 
未 未 未 

崎岡跨線橋 (ｻｷｵｶｺｾﾝｷｮｳ) 国道205号 1992 65 11.3 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

大村線 
未 未 未 

彼杵跨線橋 (ｿﾉｷﾞｺｾﾝｷｮｳ) 国道205号 2008 21 13.1 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 東彼杵町 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

大村線 
Ⅰ 不要 － 

彼杵跨線橋側道橋
（左） 

(ｿﾉｷﾞｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮ
ｳ) 

国道205号 1976 18.2 2 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 東彼杵町 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

大村線 
Ⅰ 不要 － 

瓢橋 (ﾋｻｺﾞﾊﾞｼ) 国道205号 1990 16 16.2 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 東彼杵町 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

大村線 未 未 未 

貝津橋 ｶｲｽﾞﾊﾞｼ 
九州横断自動車道 長
崎大分線 

1978 153 9.3 西日本 
長崎高速道路事務

所 
長崎県 諫早市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR長崎
本線 未 未 未 

貝津橋 ｶｲｽﾞﾊﾞｼ 
九州横断自動車道 長
崎大分線 

1978 153 9.3 西日本 
長崎高速道路事務

所 
長崎県 諫早市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR長崎
本線 未 未 未 

鈴田橋 ｽｽﾞﾀﾊﾞｼ 
九州横断自動車道 長
崎大分線 

1980 798 9.3 西日本 
長崎高速道路事務

所 
長崎県 大村市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR大村
線 未 未 未 

鈴田橋 ｽｽﾞﾀﾊﾞｼ 
九州横断自動車道 長
崎大分線 

1980 798 9.3 西日本 
長崎高速道路事務

所 
長崎県 大村市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR大村
線 未 未 未 

前平橋 ﾏｴﾋﾞﾗｷﾖｳ 
一般国道４９７号（西九
州自動車道（武雄佐世
保道路）） 

1988 54 5.8 西日本 
佐賀高速道路事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR佐世
保線 

Ⅱ 未 未 

三川内橋 ﾐｶﾜﾁﾊﾞｼ 
一般国道４９８号（西九
州自動車道（武雄佐世
保道路）） 

1988 139 8.7 西日本 
佐賀高速道路事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR佐世
保線 

Ⅱ 未 未 

三川内橋 ﾐｶﾜﾁﾊﾞｼ 
一般国道４９９号（西九
州自動車道（武雄佐世
保道路）） 

1988 150 9.5 西日本 
佐賀高速道路事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR佐世
保線 

Ⅲ 未 未 

大塔高架橋 ﾀﾞｲﾄｳｺｳｶｷﾖｳ 
一般国道５００号（西九
州自動車道（武雄佐世
保道路）） 

1988 116 8.5 西日本 
佐賀高速道路事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR佐世
保線 

Ⅲ 未 未 

大塔高架橋 ﾀﾞｲﾄｳｺｳｶｷﾖｳ 
一般国道５０１号（西九
州自動車道（武雄佐世
保道路）） 

1998 649 9.3 西日本 
佐賀高速道路事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR佐世
保線 

Ⅲ 未 未 

大塔高架橋 ﾀﾞｲﾄｳｺｳｶｷﾖｳ 
一般国道５０２号（西九
州自動車道（武雄佐世
保道路）） 

1998 662 9.3 西日本 
佐賀高速道路事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

JR佐世
保線 

Ⅲ 未 未 －20－



跨線橋の点検結果及び修繕状況 精査中 跨線橋の点検結果及び修繕状況 （九州旅客鉄道）   

跨線橋名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 
架設
年次 
（西暦） 

橋長 
（ｍ） 

幅員 
（ｍ） 

管理者名 行政区域 

支社名 保線区名 路線名 

点検 修繕 

管理者名 管理事務所名 
都道府県

名 
市区町村

名 
判定
区分 

修繕
実施
状況 

再判
定区
分 

元釜橋 (ﾓﾄｶﾞﾏﾊﾞｼ) 国道207号 1957 16 7.1 長崎県 県央振興局 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
長崎本線 

Ⅲ 未 未 

西ノ崎跨線橋 (ﾆｼﾉｻｷｺｾﾝｷｮｳ) 国道207号 1967 17 8.3 長崎県 県央振興局 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

元釜橋 (ﾓﾄｶﾞﾏﾊﾞｼ) 国道207号 2008 21.5 10.3 長崎県 県央振興局 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
長崎本線 

未 未 未 

三川内高架橋 (ﾐｶﾜﾁｺｳｶｷｮｳ) 
主要地方道佐世保嬉野
線 

1992 288 11.2 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
佐世保線 

未 未 未 

三鈴大橋 (ﾐｽｽﾞｵｵﾊｼ) 主要地方道大村貝津線 1993 242.3 10.8 長崎県 県央振興局 長崎県 大村市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
大村線 

Ⅱ 未 未 

貝津跨線橋 (ｶｲﾂﾞｺｾﾝｷｮｳ) 主要地方道大村貝津線 2001 17.6 25.5 長崎県 県央振興局 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
長崎本線 

未 未 未 

長田新橋 (ﾅｶﾞﾀｼﾝﾊﾞｼ) 県道諫早多良岳線 1974 63.4 7.3 長崎県 県央振興局 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
長崎本線 

未 未 未 

塔の崎跨線橋 (ﾄｳﾉｻｷｺｾﾝｷｮｳ) 
県道南風崎停車場指方
線 

1971 15.9 21 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
大村線 

未 未 未 

宮崎跨線橋 (ﾐﾔｻﾞｷｺｾﾝｷｮｳ) 県道平瀬佐世保線 1970 15 8.3 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
大村線 

Ⅱ 未 未 

宮崎跨線橋側道橋 
(ﾐﾔｻﾞｷｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮ
ｳ) 

県道平瀬佐世保線 1970 20 2.6 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
大村線 

Ⅱ 未 未 

大崎陸橋 (ｵｵｻｷﾘｯｷｮｳ) 県道大崎公園線 1968 21 5.7 長崎県 県北振興局 長崎県 川棚町 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
大村線 

未 未 未 

道ノ尾橋 (ﾐﾁﾉｵﾊｼ) 国道206号 1974 12 27.3 長崎県 長崎振興局 長崎県 長崎市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

西ノ崎跨線橋側道
橋 

(ﾆｼﾉｻｷｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳ
ｷｮｳ) 

国道207号 1967 17 4.7 長崎県 県央振興局 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

松山高架橋 (ﾏﾂﾔﾏｺｳｶｷｮｳ) 
市道川口町茂里町2号
線 

1989 206.9 18 長崎市 長崎市 長崎県 長崎市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

松原町１号橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾏﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道松原町2号線 1970 10 6.3 長崎市 長崎市 長崎県 長崎市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

藤原橋 (ﾋｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 藤原崎辺町線 1961 13.54 6.1 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
佐世保線 

Ⅲ 未 未 

花高団地高架橋 (ﾊﾅﾀｶﾀﾞﾝﾁｺｳｶｷｮｳ) 花高循環線 1976 433.5 9.25 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
佐世保線 

未 未 未 

花高新橋 (ﾊﾅﾀｶｼﾝﾊﾞｼ) 桑木場花高線 1986 18.65 9.67 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
佐世保線 

未 未 未 

稲荷跨線橋 (ｲﾅﾘｺｾﾝｷｮｳ) 大黒若葉町線 1966 6.5 1.9 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
佐世保線 

Ⅲ 未 未 

新陣の内橋 (ｼﾝｼﾞﾝﾉｳﾁﾊﾞｼ) 若竹台団地本線 1985 19.75 15.28 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
佐世保線 

未 未 未 

大塔こ線橋（陣の内
こ線橋） 

(ﾀﾞｲﾄｳｺｾﾝｷｮｳｼﾞﾝﾉｳﾁｺ
ｾﾝｷｮｳ) 

陣の内こ線橋線 2008 18 3.2 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事業

部 
佐世保線 

未 未 未 －21－



跨線橋の点検結果及び修繕状況 精査中 跨線橋の点検結果及び修繕状況 （九州旅客鉄道）   

跨線橋名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 
架設
年次 
（西暦） 

橋長 
（ｍ） 

幅員 
（ｍ） 

管理者名 行政区域 

支社名 保線区名 路線名 

点検 修繕 

管理者名 管理事務所名 
都道府県

名 
市区町村

名 
判定
区分 

修繕
実施
状況 

再判
定区
分 

福田跨線橋 (ﾌｸﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ) 市道福田川頭線 1986 22 7.9 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

永昌東跨線橋 (ｴｲｼｮｳﾋｶﾞｼｺｾﾝｷｮｳ) 市道諫早駅前12号線 1992 209.5 10 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

尾首跨線橋 (ｵｸﾋﾞｺｾﾝｷｮｳ) 市道尾首線 1963 15.6 4.5 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

黒橋 (ｸﾛﾊｼ) 市道小船越黒橋線 1969 17.4 2 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

猿崎跨線橋 (ｻﾙｻﾞｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道猿崎台地白浜線 不明 16.6 4.5 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅲ 未 未 

木床橋 (ｷﾄﾞｺﾊﾞｼ) 市道木床囲線 1988 17 18 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

化屋大橋 (ｹﾔｵｵﾊｼ) 市道化屋シーサイド線 1984 123.3 11.5 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

下手橋 (ｼﾓﾃﾊﾞｼ) 市道小船津線 1999 36.3 4 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

釜橋 (ｶﾏﾊﾞｼ) 市道黒崎釜線 1994 36.4 4 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道農場線 1993 21.8 5.3 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

風生橋 (ｶｻﾞｵﾊﾞｼ) 市道風生鬼塚線 1934 17 5.7 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

小船越町橋 (ｵﾌﾅｺﾞｼﾏﾁﾊｼ) 市道小船越東線 2003 10 12.9 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

正久寺橋 (ｼｮｳｷｭｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道正尾東線 1965 14.6 4 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

松山橋 (ﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 市道久山町名切線 1969 14.4 2.2 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅲ 未 未 

宮の後跨線橋 (ﾐﾔﾉｳｼﾛｺｾﾝｷｮｳ) 市道永昌宇都線 1969 11.7 5.5 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

平橋 (ﾀｲﾗﾊﾞｼ) 市道野川内蔭平線 不明 12.6 3.8 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

冨地戸跨線橋 (ﾌｼﾞﾄﾞｺｾﾝｷｮｳ) 市道冨地戸線 1973 14.5 4 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

徳ヶ頭橋 (ﾄｸｶﾞｶﾞｼﾗﾊﾞｼ) 市道陸橋線 1934 13.7 1.9 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅲ 未 未 

跨線橋 (ｺｾﾝｷｮｳ) 市道尾ノ上線 1934 13 1.9 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅲ 未 未 

長浜橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾊﾞｼ) 市道井崎1号線 不明 13.6 4 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

－22－



跨線橋の点検結果及び修繕状況 精査中 跨線橋の点検結果及び修繕状況 （九州旅客鉄道）   
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状況 

再判
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分 

城崎橋 (ｼﾞｮｳｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道城崎船津線 2008 13 2 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

梶ノ尾１号橋 (ｶｼﾞﾉｵ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道池ノ本北宿線 不明 14.6 4.4 大村市 大村市 長崎県 大村市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
大村線 

Ⅱ 未 未 

三根大橋 (ﾐﾈｵｵﾊｼ) 町道南田川内・三根線 1996 110.7 10 長与町 長与町 長崎県 長与町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

高田越橋 (ｺｳﾀﾞｺﾞｴﾊﾞｼ) 町道高田越中央線 1995 19.6 15.8 長与町 長与町 長崎県 長与町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

百合野橋 (ﾕﾘﾉﾊﾞｼｼｬﾄﾞｳｶﾞﾜ) 町道百合野線 1962 8.6 6 長与町 長与町 長崎県 長与町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

新吉無田橋 (ｼﾝﾖｼﾑﾀﾊﾞｼ) 町道長与中央線 1991 16.4 16.8 長与町 長与町 長崎県 長与町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

百合野橋（歩道側） (ﾕﾘﾉﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｶﾞﾜ) 町道百合野線 1983 16.2 1.9 長与町 長与町 長崎県 長与町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

百合野橋（車道側） (ﾕﾘﾉﾊﾞｼｼｬﾄﾞｳｶﾞﾜ) 町道百合野線 1962 8.6 6 長与町 長与町 長崎県 長与町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

新高田橋 (ｼﾝｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 町道平尾高田小学校線 2014 39.2 12 長与町 長与町 長崎県 長与町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

本川内橋 (ﾎﾝｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ) 町道本川内・佐敷線 1980 68.5 6.2 長与町 長与町 長崎県 長与町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

未 未 未 

串島跨線橋 (ｸｼｼﾞﾏｺｾﾝｷｮｳ) 町道串島線 1990 21 6.2 東彼杵町 東彼杵町 長崎県 東彼杵町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
大村線 

未 未 未 

才貫田跨線橋 (ｻｲｶﾝﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ) 町道才貫田旧国道線 1928 20.8 5.8 東彼杵町 東彼杵町 長崎県 東彼杵町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
大村線 

未 未 未 

一本松跨線橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂｺｾﾝｷｮｳ) 町道一本松旧国道線 1939 20.8 6.6 東彼杵町 東彼杵町 長崎県 東彼杵町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
大村線 

未 未 未 

長与橋 (ﾅｶﾞﾖﾊﾞｼ) 
国道206号（川平有料道
路） 

1985 139 8.5 長崎県道路公社 長崎県道路公社 長崎県 長与町 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
長崎本線 

Ⅱ 未 未 

道路橋名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 
架設
年次 
（西暦） 

橋長 
（ｍ） 

幅員 
（ｍ） 

管理者名 行政区域 

支社名 保線区名 路線名 

点検 修繕 

管理者名 管理事務所名 
都道府県

名 
市区町村

名 
判定
区分 

修繕
実施
状況 

再判
定区
分 

上原花高あじさい
歩道橋 

(ｳｴﾊﾗﾊﾅﾀｶｱｼﾞｻｲﾎﾄﾞｳ
ｷｮｳ) 

国道35号 2009 54.0 2.0 九州地整 
長崎河川国道事務

所 
長崎県 佐世保市 長崎支社 

長崎鉄道事
業部 

佐世保線 
未 未 未 

上原花高あじさい
歩道橋 

(ｳﾜﾊﾞﾙﾊﾅﾀｶｱｼﾞｻｲﾎﾄﾞ
ｳｷｮｳ) 

市道上原台歩行者道線 2009 54.5 2.1 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 長崎支社 
長崎鉄道事

業部 
佐世保線 

未 未 未 
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跨線橋の点検結果及び修繕状況 

跨線橋名 ﾌﾘｶﾞﾅ 
架設年次 
（西暦） 

橋長 
（ｍ） 

幅員 
（ｍ） 

管理者 行政区域 

支社名 
保線区
名 

路線名 

点検・修繕 

管理者名 管理事務所名 都道府県名 市区町村名 
判定区
分 

修繕実
施状況 

再判定
区分 

竹辺１号橋 (ﾀｹﾍﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 2009 419.0 9.5 九州地整 
長崎河川国道事

務所 
長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

下本山高架橋 (ｼﾓﾓﾄﾔﾏｺｳｶｷｮｳ) 1993 185.0 11.0 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

田尻跨線橋 (ﾀｼﾞﾘｺｾﾝｷｮｳ) 1982 16.5 13.6 長崎県 田平土木維持管理 長崎県 松浦市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

深江跨線橋 (ﾌｶｴｺｾﾝｷｮｳ) 1980 20.0 14.0 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

佐々川大橋 (ｻｻﾞｶﾜｵｵﾊｼ) 2010 303.3 10.5 長崎県 県北振興局 長崎県 佐々町 松浦鉄道株式会社 Ⅰ 不要 － 

大渡跨線橋 (ｵｵﾜﾀﾘｺｾﾝｷｮｳ) 1994 35.0 11.1 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅰ 不要 － 

沖田橋 (ｵｷﾀﾊﾞｼ) 1965 56.0 7.2 長崎県 県北振興局 長崎県 佐々町 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

棚方橋 (ﾀﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 2001 28.0 15.8 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

相浦港大橋 (ｱｲﾉｳﾗﾐﾅﾄｵｵﾊｼ) 2003 127.0 25.0 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 未 未 未 

美渡世橋 (ﾐﾄﾖﾊｼ) 2013 69.5 10.0 長崎県 県北振興局 長崎県 佐々町 松浦鉄道株式会社 Ⅰ 不要 － 

赤坂跨線橋 (ｱｶｻｶｺｾﾝｷｮｳ) 2000 17.9 14.5 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅰ 不要 － 

佐々第一橋跨線橋 (ｻｻﾞﾀﾞｲｲｯｷｮｳｺｾﾝｷｮｳ) 1964 12.4 10.9 長崎県 県北振興局 長崎県 佐々町 松浦鉄道株式会社 Ⅰ 不要 － 

中里跨線橋 (ﾅｶｻﾞﾄｺｾﾝｷｮｳ) 1983 10.7 20.8 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅰ 不要 － 

相浦跨線橋 (ｱｲﾉｳﾗｺｾﾝｷｮｳ) 1982 12.4 22.8 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

仏坂跨線橋 (ﾎﾄｹｻﾞｶｺｾﾝｷｮｳ) 1966 8.4 5.2 長崎県 田平土木維持管理 長崎県 松浦市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

田原跨線橋 (ﾀﾊﾗｺｾﾝｷｮｳ) 1943 9.0 10.4 長崎県 県北振興局 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

左石跨線橋 (ﾋﾀﾞﾘｲｼｺｾﾝｷｮｳ) 1943 12.4 8.8 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅲ 未 未 

縄手橋 (ﾅﾜﾃﾊﾞｼ) 1943 7.8 7.1 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅲ 未 未 

縄手橋（側道橋） (ﾅﾜﾃﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 不明 12.3 1.9 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 未 未 未 

公望橋 (ｺｳﾎﾞｳﾊﾞｼ) 1943 11.3 5.0 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

松山橋 (ﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 1936 13.0 6.9 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅲ 未 未 

松山橋（側道橋） (ﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 不明 13.8 1.9 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅲ 未 未 

階子岩橋 (ｶｲｺｲﾜﾊﾞｼ) 1941 19.2 5.3 佐世保市 佐世保市 長崎県 佐世保市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

中島跨線橋（車道） (ﾅｶｼﾏｺｾﾝｷｮｳｼｬﾄﾞｳ) 1986 17.6 6.2 平戸市 平戸市 長崎県 平戸市 松浦鉄道株式会社 未 未 未 

中島跨線橋（歩道） (ﾅｶｼﾏｺｾﾝｷｮｳﾎﾄﾞｳ) 2009 17.1 2.8 平戸市 平戸市 長崎県 平戸市 松浦鉄道株式会社 未 未 未 

北小跨線橋 (ｷﾀｼｮｳｺｾﾝｷｮｳ) 1980 16.5 6.2 平戸市 平戸市 長崎県 平戸市 松浦鉄道株式会社 未 未 未 

平戸口跨線橋 (ﾋﾗﾄﾞｸﾞﾁｺｾﾝｷｮｳ) 不明 13.7 2.4 平戸市 平戸市 長崎県 平戸市 松浦鉄道株式会社 未 未 未 

下庄野橋 (ｼﾓｼｮｳﾉﾊﾞｼ) 1980 18.0 4.5 松浦市 松浦市 長崎県 松浦市 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

大崎跨線橋 (ｵｵｻｷｺｾﾝｷｮｳ) 1981 12.1 5.0 松浦市 松浦市 長崎県 松浦市 松浦鉄道株式会社 未 未 未 

神田第2跨線橋 (ｺｳﾀﾞﾀﾞｲﾆｺｾﾝｷｮｳ) 不明 15.6 5.6 佐々町 佐々町 長崎県 佐々町 松浦鉄道株式会社 Ⅱ 未 未 

神田跨線橋 (ｺｳﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ) 1981 11.5 9.8 佐々町 佐々町 長崎県 佐々町 松浦鉄道株式会社 Ⅲ 未 未 

跨線橋の点検結果及び修繕状況 （松浦鉄道） 精査中

－24－



跨線橋の点検結果及び修繕状況 

跨線橋名 ﾌﾘｶﾞﾅ 
架設年次 
（西暦） 

橋長 
（ｍ） 

幅員 
（ｍ） 

管理者 行政区域 

支社名 
保線区
名 

路線名 

点検・修繕 

管理者名 管理事務所名 
都道府県

名 
市区町村名 

判定区
分 

修繕実
施状況 

再判定
区分 

桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 1954 22.0 17.2 九州地整 長崎河川国道事務所 長崎県 長崎市 長崎電気軌道株式会社   未 未 未 

松山高架橋 (ﾏﾂﾔﾏｺｳｶｷｮｳ) 1989 223.0 18.0 長崎市 長崎市 長崎県 長崎市    Ⅱ 未 未 

新中川歩道橋 (ｼﾝﾅｶｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1988 34.1 2.3 九州地整 長崎河川国道事務所 長崎県 長崎市       未 未 未 

新大工歩道橋 (ｼﾝﾀﾞｲｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1989 29.7 2.3 九州地整 長崎河川国道事務所 長崎県 長崎市       未 未 未 

精査中 
長崎電気軌道 

跨線橋名 ﾌﾘｶﾞﾅ 
架設年次 
（西暦） 

橋長 
（ｍ） 

幅員 
（ｍ） 

管理者 行政区域 

支社名 
保線区
名 

路線名 

点検・修繕 

管理者名 管理事務所名 
都道府県

名 
市区町村名 

判定区
分 

修繕実
施状況 

再判定
区分 

瑞穂橋 (ﾐｽﾞﾎﾊﾞｼ) 1966 31.0 7.8 長崎県 島原振興局 長崎県 雲仙市 島原鉄道株式会社   Ⅲ 未 未 

中組跨線橋 (ﾅｶｸﾞﾐｺｾﾝｷｮｳ) 1973 30.9 16.3 長崎県 島原振興局 長崎県 島原市 島原鉄道株式会社   Ⅱ 未 未 

大野橋側道橋 (ｵｵﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 2009 18.2 2.5 長崎県 島原振興局 長崎県 島原市 島原鉄道株式会社   Ⅰ 不要 － 

愛野高架橋 (ｱｲﾉｺｳｶｷｮｳ) 2011 59.0 26.7 長崎県 島原振興局 長崎県 雲仙市 島原鉄道株式会社   Ⅰ 不要 － 

大野橋 (ｵｵﾉﾊﾞｼ) 1962 13.5 7.5 長崎県 島原振興局 長崎県 島原市 島原鉄道株式会社   Ⅱ 未 未 

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 不明 6.5 1.0 長崎県 県央振興局 長崎県 諫早市 島原鉄道株式会社   Ⅱ 未 未 

田尻高架橋 (ﾀｼﾞﾘｺｳｶｷｮｳ) 2014 232.0 12.0 長崎県 県央振興局 長崎県 諫早市 島原鉄道株式会社   Ⅱ 未 未 

宮の後跨線橋 (ﾐﾔﾉｳｼﾛｺｾﾝｷｮｳ) 1969 11.7 5.5 諫早市 諫早市 長崎県 諫早市 島原鉄道株式会社   未 未 未 

島原鉄道 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

ロッキング橋脚を有する橋梁の落橋 

－26－



２．道路構造物の被災・応急復旧 

○ 緊急輸送道路の橋梁及び緊急輸送道
路を跨ぐ橋梁に被害が生じ、早期復旧
できない事例がみられた。 

○ 水平方向の抵抗力を受け持たないロッ
キング橋脚を有する特殊な橋梁が落橋
した。 

○ 集水地形等の盛土の崩壊や切土法面
の崩壊、道路区域外からの落石や岩
盤崩落が発生した。 

○ 緊急輸送道路の橋梁及び緊急輸送道
路を跨ぐ橋梁について、耐震補強等を
加速化すべきではないか。 

○ ロッキング橋脚を有する他の橋梁につ
いて、適切な耐震補強または撤去を実
施すべきではないか。 

 

○ 緊急輸送道路において、集水地形上の
盛土等に対し、点検を実施して必要な
対策を講じるべきではないか 

 

○ 道路区域外からの落石等に対し、制度
見直しを含めた検討が必要ではないか 

課題 

今後の対応についての論点 

□ 緊急輸送道路の橋梁等の被害 

写真-6 熊本高森線 
（桑鶴大橋） 

写真-8 ロッキング橋脚を有す
る橋梁の落橋（府領第一橋） 

写真-7 九州自動車道を 
跨ぐ跨道橋（神園橋） 

□ 特殊な構造を有する橋梁の被害 

柱柱柱

横変位拘束
構造の破壊

ロッキング橋脚 

ヒンジ構造 

支点部の損傷 橋脚の傾斜 支承損傷による桁の変形 

写真-5 九州自動車道 
（木山川橋） 

図-6 想定される落橋 
メカニズム（平面上部より） 

図-7 想定される落橋メカニ
ズム（橋軸直角方向より） 

基礎地盤の崩壊 基礎地盤の沈下 

写真－9 国道443号（益城町） 

□ 盛土崩壊 

写真－10 九州自動車道（益城町） 

H28.6.23 基本政策部会資料 
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 熊本県内の高速道路を跨ぐ跨道橋において、4橋が被災し、このうち1橋が落橋した。 
 落橋した橋は、上下端がヒンジ構造の複数の柱で構成され、単独では自立せず、水平方向の上部構

造慣性力を支持することができない特殊な橋脚（ロッキング橋脚）を有する橋であった。 
 同橋は、耐震設計基準に準拠して橋台部に横変位拘束構造が追加設置されていたが、大きな地震

力により横変位拘束構造が破壊され、上部構造の水平変位を制限することができなくなり、さらに、
上部構造の水平変位に伴い、中間支点の鉛直支持を失い落橋に至ったと考えられる。 

 同様の構造は大地震時に落橋に至る可能性があるため、適切な補強又は撤去を行うことが必要。 

ロッキング橋脚を有する橋梁の落橋  

写真-2 横変位拘束構造の破壊、落橋 
（県道小川嘉島線・府領第一橋） 

横変位拘束構造
（橋軸直角方向の変位を制限）

柱柱 柱

ロッキング橋脚

ヒンジ
構造

ヒンジ
構造平面図

写真-1 府領第一橋（落橋前） 

図-1 府領第一橋の想定落橋メカニズム 

表-1 被災した跨道橋 

柱柱柱

横変位拘束
構造の破壊

横変位拘束
構造の破壊 

橋梁名 管理者 跨道橋下路線名 主な被害の状況

　府領第一橋
ふりょう

熊本県 九州自動車道 　落橋（ロッキング橋脚）

　一ツ橋側道橋
ひとつばし

熊本県 九州自動車道 　鋼桁のずれ（支承損傷、段差発生）

　神園橋
こうぞの

熊本市 九州自動車道 　橋脚傾斜（ロッキング橋脚）

　日向
ひむき

二号歩道橋 熊本市 九州自動車道 　橋脚損傷

・上下端にピボット支承が
取り付けられた橋脚（両
端ヒンジ構造） 

・ピボット支承は鉛直力支
持機能と回転機能を有
する構造（水平力支持機
能を有さない） 

柱 柱 柱 

ピボット支承 

図-2 ロッキング橋脚 

H28.6.24 道路技術小委員会資料 
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ロッキング橋脚の耐震補強の考え方 

写真-1 完全自立構造の施工例 

対策前 

対策後 

柱柱 柱
RC巻き立て 
による壁化 

剛結 

剛結 

ピボット支承には、逸脱防止構造を設置 

柱柱 柱
RC巻き立て 
による壁化 

剛結 

すべり支承設置、
ピボット支承存置 
 

柱柱 柱
RC巻き立て 
による壁化 

ピボット 
支承存置 

剛結 

【対策の考え方】 
○ロッキング橋脚の安定性を確保するための構造とする 
 ① 単独で自立可能な構造（完全自立構造）を基本とする 
 
 
 
 
 
 

②施工上の制約がある場合等には、橋軸方向には単独で自立でき
ないが、橋軸直角方向には自立する構造（半自立構造）とする 

柱柱 柱
RC巻き立てによる壁化、
ブレース材による連結 

ピボット支承存置 

ピボット支承存置 
ピボット支承には、逸脱防止構造を設置 

橋軸方向の抵抗力は別途確保が必要 

 単独では自立できず、大規模地震による変位が生じると不安定となるロッキング橋脚を有する橋梁で
は、支承部の破壊により、落橋に至る可能性がある。 

 よって、部分的な破壊が落橋につながることを防ぎ、速やかな機能回復を可能とする構造系への転
換が必要。 

    ・ ロッキング橋脚に必要な安定性（自立性：水平・鉛直方向に対する抵抗力）の確保 
    ・ 支承破壊による落橋モードを想定した、落橋防止システムの装備 

H28.6.24 道路技術小委員会資料 
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時期 地方整備局 メンテ事務局 道路管理者 鉄道会社

道路鉄道連絡会議　省令改正後のスケジュール（案）

H29.1

2

3

4

確認書の締結 

（ＪＲ九州･ＪＲ貨物は整備局、その他の鉄道会社は各県メンテ会議事務

事前協議 

         第１回 道路鉄道連絡会議の開催 

点検の 
実施 

確認書の締結 
に向けた調整 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

（３）次年度の取組みについて
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平成２８年度 長崎県道路メンテナンス
研修（橋梁）に関するアンケート結果 

 
長崎県道路メンテナンス会議事務局 

機密性２情報 

－32－



■受講者年齢 

１．年齢
20代 15
30代 13
40代 5
50代 1
60代 0 20代

44%

30代
38%

40代
15%

50代
3%

60代
0%

２０代、３０代が全体の
約８割を占める。 
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■受講者職種 

事務系 1
技術系（土木系） 32
技術系（土木系以外） 1

事務系

3%

技術系

（土木系）
96%

－34－



■受講者の管理経験年数 
管理業務１年未満 14
管理業務１年～５年未満 14
管理業務５年～１０年未満 3
管理業務１０年～１５年未満 0
管理業務１５年～２０年未満 0
管理業務２０年以上 0

管理業務

１年未満
45%

管理業務１年

～５年未満
45%

管理業務５年

～１０年未満
10%

管理業務の経験５年
未満が全体の約９割 
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■研修内容について 

●今後の橋梁保全を行うにあたり参考になったか
なった 34
どちらでもない 0
ならなかった 0

なった

100%

どちらでもない

0%ならなかった

0%

参加者全員が参考になっ
た。 
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■研修の必要性 

●研修の必要性は
高い 22

やや高い 10
普通 2
低い 0

高い

65%

やや高い

29%

普通

6%

低い

0%

研修の必要性がや
や高い、高い割合が
９割以上 
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■研修科目について 

●有意義だと思う研修科目はどれですか
橋梁について 17
橋梁点検について 18
中性化 13
塩害 15
アルカリ骨材反応 14
補修・補強工法 19
橋梁の診断実習 12
劣化診断演習発表 5

橋梁について

14%

橋梁点検

について
18%

中性化

12%
塩害

13%

アルカリ骨材

反応
12%

補修・補強工法

17%

橋梁の

診断実習
10%

劣化診断

演習発表
6%

どの科目もほぼ均等に
有意義であった。 
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■運営について 

●今後もこの研修の継続を希望
する 26
どちらでもない 4
しない 0

する

87%

どちらで

もない
13%

しない

0%

約９割が継続を希望 
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■有意義だと思う主な理由 
　

　

・初歩的なところがわからない所があり、よくわかっ
た。 
・他者との意見交換により、知識を深めることができ
た。 
・未経験者にもわかりやすかった。 
・劣化について詳しく知ることができた。 
・施工管理上のチェックポイントを学ぶことができた。 
・今後の業務に活かすことが出来る内容であった。 
・いろいろな自治体の職員と交流できてよかった。 
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テレビ（NIB）での報道（H28.10.25) 
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「まったなし」の社会資本の維持管理 
 

～ 着実な道路メンテナンスの実行 ～ 
 
 
 

長崎県道路メンテナンス会議 

平成29年2月 

－42－



・九州管内の橋梁は約１０万橋、約７割は市町村が管理 

・橋梁の平均橋齢はもうすぐ中年の37歳 

・橋も10年後には50年以上の橋梁が４６％に急激に拡大   

  

   

   

   

   

   

   

九州地方整備局 道路施設の現状（橋の年齢と進む高齢化） 

 

  

 

 

注）・平均年齢は、架設年次が把握されている約7.7万橋の平均 
  ・資料：メンテナンス年報DB(九州地方整備局)より整理 

 九州管内道路管理者別施設割合と平均橋齢 

◇高速道路30歳 

◇県・政令市 
   38歳  

◇市町村38歳  

◇道路公社25歳 

◇国道36歳 

◇全橋梁は平均３７歳  

  (H27.4.1現在) 

九州管内の架設後50年以上経過の橋梁の推移予想 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

21 
46 

70 

79 
54 

30 

50歳未満 

50歳以上 
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コンクリート床版の剥離と鉄筋腐食 

橋梁の重大な損傷が静かに進行 

九州地方整備局 老朽化の現状（橋の損傷事例） 

トラス橋の斜材が破断 橋脚の補強鋼板が腐食 
－44－



 
   
 

通行規制が必要な橋梁は最近７年で３倍に増加 

  

  

  
  

  
   

   

 

通行できない橋 

0

50

100

150

200

250

H20.4時点 H25.4時点 H26.4時点 H27.4時点 

通行止め（自治体管理） 通行規制（自治体管理） 

82橋 

199橋 

151橋 

通行規制：72 

通行止め：10 
通行止め：39 通行止め：36 

通行規制：163 

通行規制：112 

約 2.8 倍 

約 4.4倍 

橋梁数 

227橋 

通行止め：44 

通行規制：183 

注）・通行規制等は、老朽化による損傷や旧設計条件の使用等に 
   よる重量制限や通行止め 

  ・資料：九州地方整備局資料より 

九州地方整備局 道路施設の現状(通行規制など) 

交通規制された橋 
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特に市町村で専門技術者が不足 

全国の約6割の村では土木技術者が皆無 

 

 

九州地方整備局 道路管理者の現状(土木技術者) 

０人 
(63%) 

０人 
(29%) 

０人 
(9%) 

１～５人 
(37%) 

１～５人 
(67%) 

１～５人 
(59%) 

６人～ 
(0%) 

６人～ 
(4%) 

６人～ 
(32%) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村 
N=183 

町 
N=745 

市区 
N=793 

０人 

１～５人 

６人～ 

※道路局調べ（H26.11) 
     有効回答数:1,721 

■市町村における橋梁保全業務に携わる土木技術者数 
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定期的に点検し損傷状況を把握 

点検 診断 

措置 記録 

メンテナンス 
サイクル 

・補修 
・経過観察 
・通行規制 
 など 

各種点検結果や補修等

の履歴を記録保存 

計画に基づき効率的に 
補修等を実施 

対策区分を判定し、補修等

の計画を策定 

九州地方整備局 老朽化対策①(ﾒﾝﾃﾅﾝｽのルール確立) 

・5年に1度は近接目視による定期点検と診断、措置･記録を実施 

－47－



・地方公共団体の課題(人不足、技術力不足、予算不足)に対応 

・県内の全ての道路管理者（国土交通省、長崎県、市･町、高速  
   道路会社）が参画して長崎県道路メンテナンス会議を設立 

九州地方整備局 老朽化対策②(ﾒﾝﾃﾅﾝｽを回す仕組み) 

【人不足】 
○メンテナンス業務の地域一括   
  発注 
○点検結果の確認 
 （一定の品質確保） 

【予算不足】 
○健全度、重点度に応じた   
  さらなる重点配分 
○大規模修繕を対象とした 
 支援制度の拡充(集約化支援) 

【技術力不足】 
○道路メンテナンス技術集団 
  による直轄診断（平成26年度～） 
○地方公共団体向け研修の充実 
○修繕工事等代行 

メンテナンスを回す仕組みの概念図 

 
 
 

長崎県道路メンテナンス会議 

(事務局:国の事務所、県等)が
様々な支援策をマネジメント 
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副市長への調査状況報告 

九州地方整備局 メンテナンスの取組み事例(国の支援) 

・緊急かつ高度な技術力を要する診断は国が直轄診断※で支援 
※地方公共団体からの要請に基づき国の専門技術職員で構成する 
 ｢道路メンテナンス技術集団｣を派遣し技術的な助言を行う 

 【道路メンテナンス技術集団による現地調査】 

呼子大橋 

所在地：唐津市呼子町殿之浦 
路 線：市道呼子大橋線 
橋 種：５径間箱桁橋 
    ３径間斜張橋 
橋 長：７２８ｍ 
建設年：平成元年 

－49－



 

 

九州地方整備局 道路ストック長寿命化の事例（名島橋） 

 

 

～ 概要 ～ 
施設名 ： 国道３号名島橋（なじまばし） 
位 置 ： 福岡県福岡市東区名島二丁目 
橋   種 ： ＲＣ７径間連続アーチ橋 
橋 長 ： ２０４．１m（７径間）  
幅 員 ： ２５．３６ｍ（上下６車線） 
竣 工 ： １９３３年（昭和8年竣工 ） 
交通量 ： 71,536台／日（H22センサス） 

今年84歳 バリバリの現役 

地元有志による名島橋の清掃活動 

土木遺産 
受賞除幕式 

ｲﾍﾞﾝﾄ 
 
 
 －50－



判定区分Ⅰ 
（健 全） 

42.7% 
判定区分Ⅱ 

（予防保全） 
46.1% 

判定区分Ⅲ 
（早期措置） 

10.6% 

判定区分Ⅳ 
（緊急措置） 

0.6% 

点検実施数 
2370橋 

平成2７年度までに実施した長崎県内施設の点検結果 

五島市 内闇２号橋（市道） 

支承の腐食 

緊急措置（通行止め）実施の判定要因 

主桁の腐食 

※内闇2号橋は平成26年度の点検で判定区分Ⅳであったが平成27年度に支承 
 取替、鋼板接着などの対策を実施し再診断では判定区分Ⅱに回復                              

コンクリート床版等の目視点検 

長崎河川国道事務所 
長崎県内の点検結果 (1/2)[橋梁] 

・緊急措置が必要な判定区分Ⅳの橋梁は平成26年度は１橋、平成27年度は13橋 

・判定区分Ⅳの橋梁については速やかに通行止めや通行規制などの緊急措置を実施済 

特殊作業による主桁の打音点検 
－51－



平成27年度までに実施した県内のﾄﾝﾈﾙ、道路附属物の点検結果 

長崎河川国道事務所 
長崎県内の点検結果(2/2)[橋梁以外] 

      

 
 
 

 

 
 

 

 

    

       

       

       

       

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

( )書きは実施数に対する割合 (H28.6月末時点) 

管理者 
管理 

施設数 
(施設) 

点検 
実施数 
(施設) 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 71 29 10 17 2 0 

高速道路会社 49 42 21 21 0 0 

長崎県 76 21 14 26 0 0 

市町 20 13 4 8 1 0 

合計 215 
124 

(100) 
49 

(40) 
72 

(58) 
3 

(2) 
0 

(-) 

＜道路附属物等の点検結果＞ 

管理者 
管理 

施設数 
(箇所) 

点検 
実施数 
(箇所) 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 7 2 0 2 0 0 

高速道路会社 17 8 0 6 2 0 

長崎県 136 18 4 7 7 0 

市町 47 0 0 0 0 0 

合計 207 
28 

(100) 
4 

(14) 
15 

(54) 
9 

(32) 
0 

(-) 

＜トンネルの点検結果＞ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      

      

      

   

 

・トンネルの約３割は早期措置が必要な判定区分Ⅲ 
 
・道路附属物等は判定区分Ⅰが４割、予防保全が必要となる判定区分Ⅱが約６割  
                      ※ 道路附属物とは横断歩道橋、大型カルバート、シェッド、門型標識等 

  

 

トンネル壁面の打音検査やひびわれの目視点検 

天井部の浮き、ひびわれの目視点検 

－52－
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